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第７５回大阪府森林審議会 

平成２４年３月２６日 

 

【司会（瀬川副主査）】  お待たせいたしました。定刻を少し過ぎましたが、ただいま

から第７５回大阪府森林審議会を開催させていただきます。 

 私は本日の司会を務めさせていただきます、大阪府環境農林水産部みどり・都市環境室

みどり推進課の瀬川でございます。よろしくお願いいたします。 

 本日の審議会ですが、委員１５名中１２名のご出席をいただいておりますので、大阪府

森林審議会規程第４条の規定により、本会議は成立しておりますことをご報告申し上げま

す。 

 なお、本日の審議会は、大阪府の会議の公開に関する指針に基づきまして公開となって

おりますので、あらかじめご了承願います。 

 次に、本日、配付しております資料の確認をさせていただきます。 

 まず、お手元の封筒の横に「生駒の自然歩道マップ」というカラー刷りのものが１部で

ございます。 

 次に、封筒の中の資料でございますが、まず、配付資料一覧がございまして、次に、本

日の次第がＡ４で１枚。続きまして、大阪府森林審議会規程、それと、委員名簿がＡ４の

両面刷りになっておりますものが１部。次に、本日の会議の配席図が１枚。続きまして、

「新たな森林保全システム構築について（諮問）」ということで、諮問書がＡ４の両面コ

ピーで１枚。続きまして、資料１「新たな森林保全のシステムの構築（答申案）」、Ａ４縦

のものが１部。続きまして、資料の２「森づくりタウンミーティングの開催結果につい

て」、こちらもＡ４の縦、両面コピー２枚で１部になっております。続きまして、資料の

３「森林機能再生重点地域の森林整備方針について」がＡ４縦で１部。続きまして、資料

の４、「林地開発許可等実績について」、Ａ４、横２つホッチキスどめになっておりますも

のが１部。最後に、資料の５、「森林保全整備部会における議決事項報告について」、これ

がＡ４両面コピーで一枚だけのものが１部ということになっております。 

 資料は以上でございますが、不足等はございませんでしょうか。 

 それでは、会議に先立ちまして、西山みどり都市環境室長からごあいさつを申し上げま

す。 

【西山みどり・都市環境室長】  みどり・都市環境室長の西山でございます。第７５回
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大阪府森林審議会の開催に当たりまして、一言ごあいさつ申し上げます。 

 委員の皆様方におかれましては、年度末の公私ともにお忙しい中、ご出席を賜り、まこ

とにありがとうございます。 

 さて、本日は、一昨年９月に諮問し、これまで１年半にわたりご審議いただいてまいり

ました「新たな森林保全システムの構築」につきまして、最終のご審議並びに答申をいた

だくこととしております。 

 昨年１２月に開催しました審議会ののち、その中間取りまとめをお示しし、ご意見をい

ただく場として、森づくりタウンミーティングを府内５カ所で開催したところ、森林所有

者や林業関係者、森林ボランティアなど多数の方々のご参加があり、どのような森林を目

指しているのかといった大きな方向性に係るものから、資金や人材、技術面への支援はど

うなのかといった具体的な支援方策に至るまで、幅広いご意見をちょうだいいたしました。

今後、これらのご意見も踏まえながら、森林に携わる方々や府民の協力のもと、今回ご答

申いただく新たな森林保全システムに盛り込まれることとなります具体的な方策に取り組

んでまいりたいと考えております。 

 また、先月、内閣府が行いました森林と生活に関する世論調査の結果が発表されたとこ

ろでございますけれども、その中で、森林整備のあり方につきましては、国土保全、災害

防止などの公益的機能が高度に発揮されるよう、たとえ経済効率が低くても整備すべきと

の回答が全体の６９％を占めておりました。さらに、木材利用につきましては、８１％の

方が木造住宅を選びたいと回答されております。 

 このような森林の保全整備や木材利用に対する国民の関心の高さを目の当たりにして、

府や市町村など行政、森林組合などの林業・木材関係団体、さらには森林ボランティア団

体などが一体となり、府民ニーズに応じた種々の施策、取り組みを着実に進めていくこと

の必要性を痛感しているところでございます。 

 本日は、このほかに森林機能再生重点地域の森林整備方針に係るご審議並びに林地開発

許可の実績報告をさせていただく予定でございますが、委員の皆様方には、何とぞご協力

の上、忌憚のないご意見、ご助言を賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではござい

ますが、開会に当たってのごあいさつとさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願

いいたします。 

【司会（瀬川副主査）】  ありがとうございました。 

 次に、本日ご出席いただいている委員の皆様をご紹介させていただきます。 
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（委員紹介） 

【司会（瀬川副主査）】  なお、奥野委員、坂野上委員、花田委員におかれましては、

所用のため、本日はご欠席でございます。 

 以上でご紹介を終わらせていただきます。 

 それでは、議事に入らせていただきますが、議長につきましては、大阪府森林審議会規

程第５条第１項の規定によりまして、古川会長にお願いしたいと存じます。 

 古川会長、よろしくお願いいたします。 

【古川会長】  古川でございます。委員の皆さんには、大変お忙しいところ、ご出席を

賜り、まことにありがとうございます。また、森林保全整備部会の先生方には、先ほどの

部会に引き続いてご出席いただきまして、これまた、まことにありがとうございます。 

 それでは、議長を務めさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 

 まず初めに、本日の議事録署名委員ですが、岡崎委員と水原委員のお二方にお願いした

いと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、議事に入らせていただきます。 

 議事１、新たな森林保全システムの構築についてでございますが、平成２２年９月、諮

問を受けて、４回の部会を重ねた後、昨年１２月に本審議会で中間取りまとめをしていた

だきました。その後、府内５カ所において森づくりタウンミーティングを開催し、結果、

森林所有者や林業関係者、森林ボランティアなど１９７名の方々のご参加を得て、たくさ

んの貴重なご意見をいただきました。さらに、意見を踏まえまして、１月に５回目の部会

を開催し、最終の報告書案を取りまとめましたので、内容につきましては増田部会長さん

から説明をよろしくお願いいたします。 

【増田委員】  そしたら、部会長を仰せつかっておりましたので、少しご説明をしたい

と思います。 

 １ページ目をあけていただきますと、目次と、「はじめに」に書かれております、先ほ

ど会長からもご説明がございましたように、４回の審議会と５回の森林保全部会を開催し、

昨年度、中間取りまとめをこの審議会で出した後、森づくりタウンミーティングを重ねて

いただきまして、市民の方々あるいは林業者の方々からの各種の意見も踏まえまして取り

まとめたという状況でございます。 

 先ほども西山室長からございましたように、大阪府の森林の特徴といいますのは、面積

が府域の３割弱というところでございますけれども、森林の持つ公益的機能といいますか、
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環境資源としての価値というのは非常に高いものがございます。そういうことと同時に、

８８０万人がいらっしゃるということで、林地面積は少ないですけれども、大消費地を抱

えているというような、もう１つの特徴を持っております。一方、国では大ロットにおけ

る林業の活性化という方針が出されておりますけれども、大阪府では、悲しいかな、なか

なか大ロットが形成しにくいという弱点も持っていると。こういうことを背景に、環境資

源としての意味と同時に、小ロットであるがゆえに、それをどう効率よく管理をしていっ

たらいいのかという話と同時に、消費者が直前にいるという形で、それをどう生かしてい

ったらいいか。そういうことを踏まえながら、今回、新たな森林保全システムの答申案と

してまとめさせていただいたということでございます。 

 こういう都市圏としての特徴を生かしまして、地域との共創、あるいは府民８８０万の

方々の生活との共創ということと同時に、大消費地を抱えるということから、川上、川中、

川下の共創という、この３つの共創の視点を背景に、国の大ロット方式ではない、小ロッ

トで、それを集約化することによって取り組んでいけるということを、きょう、答申案と

してまとめさせていただいたという状況でございます。 

 内容につきましては、事務局から、目次にそって簡潔にご説明をいただければと思いま

すので、よろしくお願いします。 

【塩野総括主査】  みどり推進課の塩野と申します。よろしくお願いいたします。 

 ただいま、増田部会長から概略をお話しいただきましたけれども、私からは内容につき

まして、詳細を順にご説明させていただきたいと思います。 

 きょうの配布資料に、２２年９月１４日に諮問させていただきました諮問書の写しを添

付させていただいておりますが、この中で、新たな森林保全システムの構築に当たり、現

状の課題解決に向けた方策の具体化について諮問させていただいているところでございま

す。今回、答申案という形でまとめさせていただいている内容について、目次を見ていた

だきますと、今回の答申の構成といたしましては、「森林林業の現状と課題」、それから、

「今後の取り組みの基本方向」、そして、「新たな森林保全システム」として、天然林での

取り組み、人工林での取り組み、そして、木材利用の取り組み、この３つの視点で取りま

とめております。そして、これらの「取り組みの推進にあたって」ということと、最後に、

参考資料として森林・林業関係のデータをおつけしております。 

 前回の森林審議会でお示しさせていただきました中間まとめの構成とほぼ同じで、変わ

ってはおりませんけれども、個々の具体的な内容につきまして、その後の部会での検討結
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果、あるいは、先ほどからお話があります、森づくりのタウンミーティングでいただきま

したご意見等を踏まえまして、少し追加修正も行いまして、取りまとめをしております。 

 それでは、まず、２ページをごらんいただきたいと思います。 

 森林・林業の現状と課題でございますが、ここでは、最初の導入といたしまして、森林

の働きや木材利用のメリットについて少し触れております。 

 森林には、木材をはじめとします林産物の供給だけでなく、例えば国土保全機能や水源

涵養機能、地球温暖化防止機能などの多様な公益的機能がありまして、私たちの暮らしに

密接にかかわっております。それから、木材は大気中の二酸化炭素を固定する再生可能な

資源でして、また、地球や人に優しい素材であるということから、木材の利用は森林の適

切な管理だけではなく、地球温暖化防止や循環型社会の構築に寄与するものであります。

 そして、これら森林の機能は、人工林も天然林も、人の手が入ってこそ維持されるもの

でありますが、近年、放置された森林の増加でこういった機能の低下が懸念される状況に

あるというようなことを述べておりまして、森林の代表的な機能やその評価額、それから、

木材利用のメリットなどを、ここで幾つかのデータを用いて、図や表で紹介させていただ

いております。 

 個別の細かな点は省略させていただきますけれども、まず、こういったところで、皆さ

んに森林とはどういうものかということを理解いただくために、ページを設けております。 

 そして、４ページには、（２）で国の動きを書いております。平成２１年の森林・林業

再生プランが策定されて、改革の姿の概要ということで囲みの中に４点ほど書いておりま

すけれども、先ほどからの話もありますように、国の動きとしては大ロットの木材の生産

体制とか、こういったものの動きがあるということでございます。 

 そして、５ページは、府内の森林・林業の状況といたしまして、森林の構成や地域ごと

の森林の特色、あるいは府内の天然林や人工林の状況などをデータなどでお示ししていま

す。 

 ポイントをしぼってご説明申し上げますと、５ページの、地域ごとの森林の特色は、例

えば北部の北摂地域は比較的若い人工林が多い。あるいは、天然林につきましては、近年、

カシノナガキクイムシの被害が進行してきているという状況があります。また、前山部分

ということでいえば、天然林主体の里山林が市街地に近接してあるということです。それ

から、中部地域、これは生駒山系ですが、こちらは天然林主体の里山林が多い状況になっ

ております。南へ行きまして、南河内や泉州東部地域、こちらは人工林でして、特に南河
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内から和泉市にかけての地域は成熟した人工林、いわゆる河内林業地と言われているとこ

ろで、そういった人工林地帯があります。泉州の西部は、アカマツや広葉樹の混交林主体

の林齢構成になっているという状況でございます。 

 それから、６ページで、上に里山林の放置の結果ということで、シカとかイノシシの被

害の状況についてグラフで示しております。近年は、シカ、イノシシの捕獲数は増えてい

る一方で、こういった獣害による被害の面積というのは全然減っていないという状況にあ

るということ、それからまた、森林所有者自力での保全管理が限界に来ているということ

も記載しております。あと、人工林のところでは、例えば林業就業者数の減少であったり、

小規模所有者が非常に多数を占めているという状況があります。 

それから、７ページの真ん中はコスト削減の取り組みを示した図で、こういうステップ

を踏んでコスト削減の取り組みも進めておりますけれども、例えばスギの建築用材とか合

板用ですと、そこでようやく価格的にとんとんになってくるという状況でして、杭丸太と

かチップで出していこうとしますと赤字になるという状況にあることを記載しております。 

 それから、９ページでございますけれども、こういった現状で、現在の大阪府の取り組

みの状況について紹介させていただいております。 

 天然林では、アドプトフォレスト制度によります企業参加の森づくりや、生駒山系に府

民、企業が協働で植樹を行っていく生駒山系花屏風の実施状況、それから、一番下には、

カシノナガキクイムシの被害状況と被害木処理の量を示しております。 

 それから、次のページには、人工林での取り組みとして、間伐の面積や路網整備の状況、

あるいは担い手の育成支援といった取り組み、それから、木材利用の取り組みといたしま

しては、住宅分野を中心に断熱材や木製サッシ、耐震補強部材といった新たな製品の開発

や、社会福祉施設や保育園などでの木造化、あるいは内装の木質化に対する支援を行って

おりまして、こういった取り組みをご紹介させていただいております。 

 そして、次、１１ページに、こうした現状や取り組みの状況、あるいは国の動きなどを

踏まえた課題を天然林、人工林、木材利用、そして府民参画という大きく４つの項目で整

理しております。 

 天然林につきましては、里山林の持続的な維持管理ということで、特に集落に近接して

いる地域は防災とか景観機能の回復・強化というのが求められていますが、こういった天

然林は、人工林と違って、経済的なインセンティブが働かずに、所有者さんがみずから整

備するということがなかなか期待はできないという状況にあります。人工林については、
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施業集約化の促進ということで、小規模森林所有者が多数を占めておりまして、経営意欲

が低下した所有者の方や、あるいは不在村地主もいるという状況の中で、集約化に向けた

地域の合意形成を図っていくということが必要であると考えております。 

 先ほどから申し上げておりますとおり、国は非常に大ロットでの物流体制というのを進

めていこうとしておりますが、大阪府の実態ではそういったものになかなか合わないとい

う状況もございます。 

 木材利用につきましては、木材利用のインセンティブということで、大都市大阪は大消

費地ということがありますから、木材の利用をぜひ大阪で進めていくということが必要で

はないかということです。 

 それから、府民参画につきましては、府民や企業の森づくり活動への理解を得て、こう

いった方々の参画を増やしていくことが必要であろうということでまとめております。 

 そこで、次の１２ページに今後の取り組みの基本方向ということで記載しておりますが、

まず、基本的な考え方といたしまして、第１章のところでも述べておりますとおり、森林

はさまざまな公益的機能を持っておりまして、私たちの暮らしに多くの恵みをもたらして

おります。これを将来にわたって維持していくためには、人工林、天然林にかかわらず、

人手をかけて適正に管理していくということが必要ですけれども、それが森林所有者だけ

ではなかなかできない状況にあります。森林は、こういった森林所有者の方々の私有財産

ではあるのですけれども、それとともに、社会全体の貴重な環境財であるということから、

行政や民間、さまざまな関係の方々が協力して、知恵とノウハウを結集して森づくりに取

り組む共創、ともにつくっていくということの実現に向けて取り組んでいくということを

基本的な考え方としております。 

 そして、取り組みの視点として４つ挙げております。 

 １つ目が、市場経済と公的支援を組み合わせた適切な費用負担を目指すということで、

そこに少し図で書いておりますのは、本来、例えば木材などの林産物を販売しまして、そ

の収益をまた山に還元して山が手入れされるというような、持続的な循環の流れを確保し

ていくということが必要であるということです。あわせて、これでは賄えない部分という

のを公的支援で補っていこうということであります。 

 ただ、とりわけ、例えば防災の観点等公益的機能の高度な発揮が求められている森林に

つきましては、公的支援により保全を図っていくということで、この図は、左へ行くほど、

例えば林産物の販売収益等で市場経済として回っていける部分、右に行くほど、それがな
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かなか難しい状況で、一定、公的支援で森林の整備を図っていく状況にあるということで

す。この中で、ある程度、市場経済の中で回していけるような部分、人工林でも用材とし

て使っていけるような産地形成型、あるいは、その割合が少し、公的支援と半々ぐらいに

なってくるというのが人工林のバイオマスの利用型、そして、里山再生型になりますと、

なかなか所有者の方自身での管理というのが難しくなってきますし、一定、公的支援の割

合が増えてくるというようなイメージでございます。 

 ２点目、ここから後の３つは、次の章の具体的な取り組みにそれぞれつながるものにな

っております。１つ目、大阪は森林機能の受益者である人、企業が多いということで、多

様な主体の参画で森づくりを考え、実行するということで、とりわけ天然林を主体とした

里山林での森づくりの活動を進めていく地域との共創ということを考えております。 

 それから、次が木材の地産地消により地元材の利用拡大を目指すということで、例えば

地産地消にこだわった住宅、公共施設の内装など、小ロットで木材を川上から川中、川下

の関係者が連携して木材の供給体制をつくっていく取り組みを進めていこうということで

す。ここで、人工林の成熟度ぐあいによって、一定成熟して、用材で使えるような人工林

は産地形成型、また、そこまではいかない、まだ若い人工林についてはバイオマスの利用

型の取り組みということで考えております。 

 それから、最後は、大阪、これが大消費地であるということを生かして、木材利用の先

行的な事例を確立するということで、木材や木質バイオマスなどのように森林の恵みを生

活に生かしていくということがやはり森林の保全、環境の保全につながるということを広

く府民の方々に普及啓発し、理解を得るという生活との共創に取り組んでいくということ

にしております。 

 これらの基本的な方向を踏まえまして、次、１４ページからが新たな保全システムの内

容になります。 

 大きくは、先ほど言いました天然林の取り組み、人工林の取り組み、それから木材利用

の取り組みという３つがございます。これは、中間まとめの際にご提示いたしました内容

と大きく変わっておりません。３つの共創の視点で取り組みを掲げております。 

 １４ページの冒頭の部分でございますけれども、これは第１章からずっと述べてきてお

りまして、府域の森林が持つさまざまな公益的機能、これの恩恵を府民が受けておるんで

すけれども、なかなか個人森林所有者の方々での整備というのは限界にあるということ、

あるいは、これまでも森林ボランティアの方々による森づくりの活動というのも進めてお
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りますけれども、こういった活動が点的にとどまっており、森林の公益的機能というのを

発揮するための面的な広がりを持った整備が、なかなかできていないという状況にありま

す。 

 一方で、限られた公的財源を効果的に投下していくためには、前の章の取り組みの視点

で述べた費用負担の考え方、これを踏まえて、取り組みの選択と集中を図っていくべきで

あろうと考えております。このために、これまで本審議会でもずっと議論をしてまいりま

した放置森林対策で進めてきています森林機能再生重点地域の指定でございますが、これ

による森林機能の回復の取り組みに加えて、天然林を主体とした里山林あるいは人工林に

おいて、所有者の方や地域住民の方が地域を挙げて意欲的にそういう保全活動、あるいは

木材の生産活動を行う地域、地区というのを大阪府として認定いたしまして、基盤整備の

優先実施あるいは活動経費の支援といったような面的な支援を行っていくような新たな制

度、これを構築するということにしております。 

 その下には、そういう森林の種類別に今回の新たな仕組みの概念を示しております。 

 保安林は、指定されています治山事業や保安林の整備事業というのができますが、保安

林に指定されていない森林については、地域ぐるみの活動、地域が一生懸命、意欲的に取

り組むというようなところについては、今回考えている地域指定という形で考えていきた

いと思っています。 

 前の章でも地域の特色という図をかいておりますけれども、それぞれごとに、例えばど

のような地域がどういった地区として想定できるかということも、１４ページの下には書

かせていただいております。 

 １５ページからが具体な中身ですが、１５ページは、地域との共創ということで里山保

全活動促進地域認定制度の創設を考えております。 

 目的としましては、特に市街地や集落に近い里山林、防災や景観形成あるいは生物多様

性の確保の観点から公益的機能の発揮が特に求められている里山で、意欲ある地域の取り

組みに対して特化して支援を行っていこうというものでございます。所有者の方や地域住

民の方々が、いわゆる里山保全活動のグループを形成して取り組もうという地域をこの促

進地域に認定して、そこで、③のところに認定地域での取り組みとございますが、例えば

基盤整備に対する支援であったり、企業や森林ボランティア団体とのマッチングを行った

り、あるいはスモールビジネス、これはなかなか本当のビジネスというところにはならな

いのでしょうけれども、ボランティア団体の方々等が森づくりの活動をする際に、少しで
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もその経費の一助になるような程度でもならないかなということです。例えばそういう整

備で出てくる伐木等を加工して販売するといったようなビジネス的な取り組みに対する支

援、こういったものがその中の取り組みとして考えられるのではないかなということで整

理しております。 

 また、ここで１つ、取り組むに当たって所有者の理解が得られない場合、あるいは所有

者の方が不明で、なかなか保全活動ができないというような場合も、例えば施業代行や行

政による利用権の設定といったような形で活動地を担保するような制度についても検討が

必要ではないかということで言及しております。 

 次の１６ページが里山地区のイメージと認定手順になっております。これも中間まとめ

のときに説明させていただいている内容でして、取り組む活動内容について市町村からの

申し入れでもって大阪府が認定していく、こういう流れになっておりまして、設定の範囲

としましては、その地域の活動団体が対象としている森林の区域というのを認定の対象と

しているということです。 

 次の１７ページからが、その中での取り組みの１つのイメージとして、例えば里山の防

災機能の回復を図るという活動でありましたり、景観形成や多様性の確保の観点からの取

り組みであったり、次の１８ページは、先ほどからも話をちょっとしていますスモールビ

ジネスの取り組みの支援ということで、活動グループが、例えばバイオマス燃料の販売な

どを通じて活動資金を捻出するというような取り組みの立ち上げの部分に必要な支援を大

阪府が行っていくということをイメージしております。 

 そこに３つほど、スモールビジネスの取り組みの例として、例えばまきにして、まきス

トーブ用のまきを販売する、あるいは、キノコも普通は広葉樹の原木を使うのですけれど

も、スギ・ヒノキの間伐材を原木として使用できないかとか、竹林なんかでしたら穂先タ

ケノコ、２メーターぐらいに伸びた竹の先を切って、食用として使っていくというような

取り組み、こういったものを例として挙げております。 

 次の１９ページからは、こういった天然林、里山林の取り組みで、今年度、各地域で実

証モデル森林として取り組みをしております事例を参考資料としてつけております。 

 １つ目が池田炭づくりということで、いわゆるスモールビジネス的な取り組みであった

り、次のページが枚方の環境保全の活動、そして、次が企業参加による森づくりというこ

とで挙げています。 

 これらの取り組みにつきましては、後ほど各事務所から詳細の内容についてまとめてご



－11－ 

紹介させていただこうと思います。 

 次、２３ページでございますが、これは人工林の取り組み、川上から川中、川下の共創

ということで、林業活動促進地区の認定制度でございます。こちらは、森林所有者や木材

の生産事業者という川上から木材を加工する川中、そして、それを利用する川下といった

ような関係者の方々が連携して、意欲的に林業活動に取り組もうという地区に特化して支

援を行っていくということでございまして、こういった活動を行っていく地域を大阪府が

林業活動促進地区と認定いたします。 

 ③の認定地区の取り組みでありますように、例えば地区から伐採、搬出されます地区産

材の認証制度というのを創設して、利用拡大を図っていく取り組みを実施する。また、地

域の方々での未利用間伐材の共同収集の取り組みで有効活用を図っていこう、あるいは、

そういった担い手の育成をしていこうということであったり、路網や集積土場の整備の促

進、あるいは集約化に向けたいろいろな地域活動に対する支援であったり、集約化に向け

たアドバイザーやプランナーといった、人材の育成というようなものを取り組みとして想

定しております。 

 ２４ページには、地区のイメージと認定手順を同じように書かせていただいております。

こちらも、こういう地域の取り組みの計画を市町村さん経由で、市町村から申し出という

形で大阪府に上げていただいて、その地区を認定するということでございます。規模とし

ては、少なくとも、おおむね大字の地区を基本単位というイメージを持っておりますが、

地域の実情を勘案しまして、こういった要件を満たす森林を含む範囲を広く設定するとい

うこともイメージしております。 

 ２５ページに取り組みの事例として、成熟した人工林における産地形成型の取り組みと

しては、今の認証制度、これは地区の中から伐採、搬出される木材について、大阪府の制

度の中で認証し、例えば一番下の枠の中に書いておりますが、長期優良住宅等の補助事業

の活用であったりとか、金融機関、銀行などでの住宅の低利融資などにこういった認証材

ということで活用していただくとか、あるいは、大阪府や市町村の公共事業での率先利用

という形で使っていくということを考えておりまして、こういった取り組みで地産地消、

地域ブランドの確立というのを図っていくことを想定しております。 

 次の２６ページには、間伐材の共同収集ということで、こちらは、わりとまだ生育途上

の人工林でのバイオマス利用型の取り組みの１つとして挙げております。これは地域で、

森林に興味を持っておられないような所有者の方や若手の後継者、あるいは、ふだんは別
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のお仕事をされているようなサラリーマン林家の方々に働きかけをしまして、その地域の

中で林内に転がっているような間伐材とか未利用になっている材などを自分たちの無理の

ない範囲で、例えば休みの日などに少しずつ集めていき、一定量まとまれば、これを企業

などが買い取るというような仕組みであり、例えば、昨年の４月に高槻市にオープンして

実施しておりますバイオコークスの製造であったりとか、合板であったりとか、あるいは

製紙用、燃料用のチップといったような用途で使っていくということでございます。 

 人工林の取り組みにつきましても、次の２７ページから、各事務所における関連の取り

組み事例についてご紹介しております。こちらにつきましても、後ほど各事務所からまと

めてご紹介をさせていただきたいと思っております。 

 そして、最後が３１ページの生活との共創ということでございます。 

 中間まとめのときは「生活者との共創」という書き方をさせていただいておりました。

ここで考えている内容は同じではあるのですけれども、要は、ふだんの私たちの暮らしの

中で木材を使っていただいて、触れて、その木材を使うということが森林の保全につなが

っていくということ、これを、特に小さい子どものころからこういった体験をしていただ

くというようなことで考えております。そういう意味では、生活者と言うよりは生活との

共創と言ったほうが、わかりやすいというご意見がありましたので、前回からタイトルを

少し変えておりますが、内容としましては、今言いましたような木材利用の意義とか重要

性といったことを府民の方々に理解いただくという取り組みで、例えばそこに「木育」と

いうことで、木育の促進、子供のころから木材に接して、そのよさを体感して、それを使

うということが森林の保全や環境の保全につながるということの理解を深めてもらうとい

うようなことで考えております。 

 内容としては、１つは、そこにあります都市の健康をはぐくむ木材利用推進のための仕

組みづくりとして、ステップ１から３までございます。まずは、川上から川下の関係者に

よります連携した体制づくり、「木づかい価値創造フォーラム」という名称、以降は省略

して木づかいフォーラムという言い方をさせていただきますが、要は、こういう木を使う

ことの意義や価値というのを広く皆さんに理解してもらい、木材の利用を普及していこう

ということで、次の３２ページに具体的なイメージを書かせていただいております。真ん

中あたりにその構成といいますか、木づかいフォーラムのメンバーのイメージも書いてお

ります。ここで何をやっていくのかということは、例えば具体的な取り組み例としてあり

ますが、木材利用に対する顕彰制度など、木を使ってもらうきっかけづくりというのはど
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ういうふうなことをしていけばいいのかなということの検討でありましたり、木づかいサ

ポーターという言い方をしておりますが、要は、木材を使っていただいた方々に、口コミ

でそのよさを、さらにサポーターの役割を担っていただいて普及啓発をしていただくよう

な取り組み、あるいは、タウンミーティングでも多々ご意見をいただきましたが、こうい

った木材利用の取り組みというのは非常に広域的に取り組むべきということで、近隣の府

県、あるいは、その上にも関西広域連合という言葉も出ていますが、広範囲で相互の供給

体制の構築についても検討していく必要があるのではないかとしております。 

 ３３ページには、具体的な木材利用の取り組みの動きとして、１校１室木質化運動とい

うことで書いております。先ほどから木育という言葉が出てきておりますが、保育園や幼

稚園、それから小学校などで床とか壁に木材を使う、あるいは机とかいすとか、あるいは

木のおもちゃなどを入れるとかいうような木質化を進めていただこうということです。こ

ういった経費につきましては、大阪府ももちろんですが、子供の育成に関心のある企業さ

ん等から寄附を募るというようなこともしながら、現在、いろんな他省庁でも木質化の補

助制度というのがございますので、こういった既存の補助制度に、例えば追加をして支援

をするとか、あるいは、こういった既存の制度の対象にならないような小規模な木質化の

工事に対して支援をするといったようなイメージでございます。 

 参考のところには、今現在の学校等での木材利用の補助制度の例について整理しており

ます。 

 最後ですが、３４ページに、こういった取り組みの推進に当たってということで、３つ

の項目でまとめております。 

 １つ目は、取り組みの実効性の確保ということで、こういった答申の内容を進めていく

ためには、いろんな関係者の役割や整備目標というのを明確にした行動計画、これを策定

して、限られた財源、手法を効果的に活用することが必要であるとしております。 

 これに当たっては、大阪府で平成１６年３月に策定しています森づくりガイドラインで

ありましたり、大阪府の森林バイオマス利用推進行動計画というのを策定しています。ま

た、平成１９年８月には、こちら森林審議会の答申をもとに策定しました放置森林対策行

動計画がございます。こういった諸計画の内容を検証する新たな計画とすべきであるとし

ております。 

 また、この計画の実効性を高めていくためにも、進捗状況を勘案し、進捗状況の点検な

どもしながら、必要に応じて計画の見直し等も行っていくことも必要であるとしておりま
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す。 

 財源の確保が２番目でございます。国の補助金制度は施業意欲のある森林所有者が対象

となるということで、従来の補助制度からかなり大きく変革してきております。そうなり

ますと、これは府域すべての森林に対応できなくなってきておる状況でございまして、今

後、ここで述べております新たなシステムを進めていくためには、府は必要な予算を検討

していくだけではなくて、施策展開のための安定的な財源というのを確保する必要がある

と考えております。このために、いわゆる森林環境税といった新たな税制度の導入も検討

すべきということで描いております。そのためには森林所有者の一層の努力というのを求

めていくことが必要でございますし、それだけではなかなか維持管理していくことには限

界があるのですが、森林保全のための費用負担が必要であるということを府民の方々に理

解を得ていくということは不可欠であるとしております。 

 また、選択肢の１つとしては、今現在、大阪府で持っております大阪府みどりの基金の

活用等についても考慮すべきということで書かせていただいております。 

 そして、最後が森づくり活動の継続性の確保ということで、ここまで述べてきておりま

すいろいろな新たな仕組み、取り組みが行政、府民、森林所有者等の共通した理念のもと

で府内の各地で取り入れられて効果的に運用されていくためには、こういった森づくりの

基本理念とか各主体の責務・役割、あるいは森づくりを推進していくために必要な制度、

こういったものを規定しました条例の制定ということを検討していくべきであるというこ

とで、取り組みの推進に当たって大きく３つの項目で最後を締めております。 

 長くなりましたが、３５ページ以降は森林・林業の現状のデータ編ということで参考デ

ータを添付させていただいております。 

 それでは、途中、天然林と人工林のところでの現状の実証モデルの取り組みについて、

引き続き、各事務所から説明していただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。 

【北部農と緑の総合事務所・島﨑総括主査】  北部農と緑の総合事務所の島﨑でござい

ます。私からは北摂地域の取り組み事例ということで報告させていただきます。 

 北摂地域の森林は、総面積で約２万２,０００ヘクタールございますが、人工林率３

４％ということで、大阪府内の４９％と比べてもかなり低いということで、天然林、里山

林タイプが比較的優勢した森林であると言えるかと思います。 

 ということで、取り組み事例としましては、天然林、里山林から２事例、あと、残り３

分の１の人工林、これにつきましても、主に昭和４０年代以降に里山林が衰退した後に拡
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大造林された森林がほとんどで、育成途上にあるということがありまして、バイオマス型

の人工林の取り組みということで、人工林の１事例ということで報告させていただきたい

と思います。 

 １９ページをご覧ください。１点目としまして、里山林タイプで、まず、これはクヌギ

林の再生を行っておりまして、特に北摂の豊能地域、ここは隣接しております兵庫県側の

川西市、猪名川市と同じような状況にあるんですが、クヌギ林が比較的残っていまして、

昔から池田炭に代表される炭焼きの文化があったところでございます。 

 それで、資料の表に書いていますように、私どもで調査した結果、大阪府域の能勢、豊

能、箕面の３市町で０.１ヘクタール以上のクヌギ林が残っているところが２４１カ所あ

りまして、クヌギ林が残っているという状況にあります。 

 この取り組みを始めました平成１７年度当初、こういった池田炭の職人もどんどん減っ

ており、８０歳代近い高齢の炭職人が３人で、もう何年もすれば池田炭づくりが絶滅して

しまうというような状況からスタートしまして、池田炭づくり支援協議会という団体をつ

くりました。個人の力にゆだねていては炭づくりが絶滅してしまうということで、炭職人

と、利用者であります茶道関係者、地域の商工関係者、それからボランティア団体、森林

組合、行政機関、こういった機関がスクラムを組みまして協議会活動を行い、団体の力で

何とか伝承しようという趣旨でボランティアに技術を習得させまして、そうした中で炭焼

き、それから森づくり、こういったものに取り組んでいるような状況でございます。 

 平成２３年度、今年度におきましても、シニア自然大学、菊炭クラブ等、こういった団

体が中心となりまして、年間に６６回、延べ人数で６００人を超えますが、こういった活

発な活動ができておりまして、炭を通したクヌギの原木林再生といったことが、一面、な

し遂げられております。 

 一方、業としての炭焼きにつきましても、こういった機運の高まりを受けまして、平成

１９年から後継者１人が立ち上がりまして、この方が中心に、細々とではありますが、地

域で炭焼き活動を行っております。この業とボランティアの両輪で、一応、炭をつくるこ

とによって里山の維持形成ができているといったような状況ができております。 

 ボランティアにつきましては、今では、焼いた炭を販売して活動資金に充当したり、得

た収入の一部を山主に還元したりできるところまで行っております。 

 今後の課題としましては、こういったことで危機的な状況は一定脱しておりますが、ま

だ後継者が１人、それから、ボランティアにしましても、人的には熱心な一部のリーダー
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に依存しているという面も否めませんので、こういった人的体制の底上げが必要ですし、

あと、クヌギ林につきましても、長年放置された結果、やはり大径の広葉樹が増えており

まして、こういった分をどのように更新していくかとか、そういった面での課題が残って

おります。 

 次に、資料でいいますと２１ページに行きまして、これはアドプトフォレストの事例で、

高槻市の原城山というところでございます。ここにつきましても棚田があって里山的な景

観が残っているのですが、地域の住民だけでは手入れが全然追いつきませんので、放置森

林の状態になっており、地元の手に負えないような放置林、これを企業のＣＳＲによって

保全していくといったような取り組み事例です。 

 ここにつきましての特色としましては、単一企業ではなくて企業の連合、複数の企業が

入って保全活動をやっているということです。これは、平成２０年にこういった取り組み

の計画中に毎日新聞社の賛同を得て、毎日新聞社と共同でキャンペーンを張りまして、新

聞紙上で企業に呼びかけた結果、ここに書いておりますように、富士ゼロックスであると

か明治、それからザ・パック、こういった企業が集まってきました。その後、トヨタグル

ープ３社も加わって、今のところ６社で里山の保全活動、主に放置竹林の整理を行ってお

りまして、アドプトフォレストの場合、単一企業で年に二、三回やったところで、実際、

森林整備としてはさほど進むことはないのですが、こういった企業の連合によりまして、

この資料の森づくり活動の状況の中ほどに書いていますように、今年度中、１２月までに

延べ４３７人、こういったボランティアが結集しまして、一定、森づくりが進んできてお

り、地元にも喜ばれているといったような事例でございます。 

 今年度、もう１社、ダイキン工業さんがさらに新規参画する予定で、新年度には７社と

いう形で広がりつつあるような状況です。 

 これにつきましての課題は、これはアドプトフォレストという制度を使っておりまして、

５年間たてば協定期間が切れて、その後は大抵、企業が参加しないというようなことがあ

りまして、５年後、どのように継続していくか、その辺の仕組みづくりをちょっと早急に、

今後、詰めていかなければならないのではないかなと思っております。 

 最後に、これは人工林の話なんですが、資料でいいますと３０ページをご覧ください。 

 これは北摂管内、特に生育途上の人工林が多くて、それから、地域に木材加工・製材関

係の産業であるとか木材販売の業界が少ないという実情があります。なかなかこれ、間伐

しても利用されなかったというようなことでずっと来たんですが、この間伐材を利用して
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いく１つの方策としまして、今年度、大阪府森林組合が事業主体となりまして、高槻の中

畑というところにバイオコークスの加工場を整備しております。これが今年度４月に竣工

式を経まして、一応、今年度は技術実証ということで、バイオコークスの加工プラントを

利用した技術実証の稼働を行ったという状況になっております。 

 技術実証の中身ですが、高槻市バイオコークス事業創出地域協議会という組織をつくっ

ておりまして、森林組合であるとか整備事業者、それから実需者、プラント製造者、研究

機関、行政機関がメンバーとなり、協議会の中で技術実証を展開しまして、ちょうど１週

間前になりますが、３月１９日に協議会が開催され、今年度の実証内容が報告されており

ます。中ほどの欄の下の点線囲みで概要を書いておりますが、協議会メンバーの大手の自

動車部品メーカー、ここのキューポラ炉において試験を繰り返しまして、一定、石炭コー

クスの代替燃料として、次年度以降、使っていけるめどが立ったということで報告を受け

ており、来年度、２４年度に、その会社で商品化に向けて１,２００トンの生産を行う予

定ということで聞いております。 

 あと、実証試験の中で製造エネルギーの低減であるとか２４時間の無人連続運転、こう

いったことを段階的に改善していきまして、一定めどが立ってきていると報告を受けてお

ります。 

 それから、ヒノキ以外、スギであるとかコナラ、竹などについても製造技術のデータを

とったという報告を受けております。 

 あと、今後の需要拡大に向けて、自動車部品メーカー１社でなくて複数の会社の鋳造炉

での製造実験、これも行っているということで報告を受けております。 

 一方、こういった加工場ができたわけですが、ここで材料を供給する機械化、それから

路網整備に取り組んでおりまして、まずは平成２１、２２年度で、これは高槻市と森林組

合が組みまして高性能機械を４台導入したという取り組みから始まりまして、２１年度か

ら順次、路網整備を進めております。 

 写真をつけておりますが、森林組合が事業主体の作業路の部分と、高槻市が事業主体の

中核作業道、こういった二段構えで路網整備を順次進めております。右側に地図をつけて

おりますが、今後、こういった４カ所の施業団地で、森林計画を立てた中で集約化作業を

実施していって、原材料を供給していくという予定になっております。 

 今後の課題としまして、まず、森林の整備という観点から、間伐材を安定的に供給して

森林整備を続けていかなければならないということで、利用可能な森林バイオマス資源を
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把握した上で、中長期的な調達計画づくり、これが重要ではないかと考えております。 

 それから、機械、路網を整備しておりますが、伐採・搬出コストの低減ということで、

これも緒についたばかりですので、今後、技術等を進歩させていって、伐採・搬出コスト

を低減していく必要がある。 

 あと、こういった施業集約化を担うプランナーが森林組合でもあまりおりませんで、今

後、こういった人材の育成を図っていく必要があるのではないかと考えております。 

 それで、こういった施業団地をつくって、この中で集約化して材料供給していく予定な

のですが、北摂地域、それから大阪府全体で考えますと、さらに地域の森林をよくしてい

く上では、先ほどこのシステム全体の中の提案でもありましたように、共同収集のシステ

ムの導入を具体的に検討して、広い範囲で間伐材を集められるような仕組みを考えていか

なければならないと思っております。 

 それから、バイオコークスの販売促進ということで、これが来年、一応、商用で取引の

めどが立ったわけなんですが、今後、この需要を増やしていくということで、品質向上、

生産コスト低減のための管理体制づくりであるとか、エンドユーザーの確保、それから、

製品品質に応じた需要、販路の拡大、こういったことをやっていかなければならないと思

っております。 

 ちょっと走った説明で申しわけないですけど、以上です。 

【中部農と緑の総合事務所・高島副主査】  引き続きまして、中部農と緑、高島でござ

います。説明させていただきます。 

 ２０ページをご覧ください。 

 里山保全活動の取り組みモデル事例の②でございます。私からはこの分と２２ページの

生駒山系花屏風活動、こちらの報告をさせていただきます。 

 まず、２０ページですが、穂谷森づくり委員会の活動です。枚方市穂谷地区を対象にや

っておりまして、地域の概要としましては、そこは約１００ヘクタールの森林がございま

して、所有としては財産区、私の林になっています。 

 森林計画が主にありまして、一部、近郊緑地保全区域が含まれるというところです。 

 山の状況は、手入れおくれの竹林であるとかコナラ、アベマキの大径木、そういったも

のが主に生育しています。一部にスギ・ヒノキ林があり、その周りに田畑、人家が張りつ

いていまして、非常に美しい里山景観を呈しております。ただ、そこは、２２年からです

が、カシナガ被害が発生しているという状況です。 
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 その他としましては、にほんの里１００選に選定されていたり、あと、地域内に野外活

動センターがありまして、森林ボランティア団体さんが森林体験などをやっております。

また、一部の人工林におきましては、フォレストセーバー隊の方による間伐であるとか伐

採木利用、ベンチなどをつくりまして、幼稚園、野外活動センター、地元の駐車場などに

配付、設置するというようなことをしております。 

 大きな計画としましては、枚方市さんが里山保全構想、保全計画というものを策定され

ております。 

 そういったところで、森づくり委員会の概要ですけれども、目的としては、里山保全整

備活動の調整及び調査研究をするということになります。 

 構成は、地元の穂谷区、そしてボランティア団体さん、関西外国語大学、大阪自然環境

保全協会、モニタリングサイト１０００・穂谷、大阪府、枚方市になっております。 

 このモニタリングサイト１０００というのは、環境省が全国１,０００カ所で植生であ

るとか動物の調査をしようということで立ち上げている調査団体です。ちなみに、穂谷は

全国１８カ所の重点調査地域コアサイトの１つに指定していただいています。そのほかに

は、残り約１９０カ所の一般サイトがあるということです。まだ１,０００には至ってい

ないというところです。 

 この委員会の経過ですが、平成１８年に立ち上げがありまして、それから現地調査や地

元向けのニュースの発行であるとかアンケートの実施、そういった活動をしまして、そし

て、モニタリングサイト１０００の発表会であるとか森づくりの講演会というようなこと

をしてきております。あと、区有林でマスタープランについて少し現地調査などをして協

議をしてきております。 

 そこで、今年度の取り組みですけど、左下になります。 

 委員会を構成されていますボランティア団体さんが非常に積極的に森づくりを実施して

いるというところです。また、モニタリングサイト１０００の団体さん、こちらで動植物

の生息調査というのを実施しております。先ほどの１８カ所、１９０カ所の平均種数より

も、里山ということもあり、いい影響があると思うのですが、植物、鳥、チョウ、哺乳類、

すべて平均以上の種数が発見されているところです。 

 また、今年度は森づくりニュースを３号発行して、地元の方へ竹林の整備であるとかナ

ラ枯れの情報、ボランティアの情報などを周知しているところです。 

 また、下の３つになりますけれども、モデル的に森林整備を実施しております。大阪府
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の事業で竹林整備を実施しました。非常に荒廃している森林なので、最初はボランティア

さんで入りにくいということがありまして、初期整備を１２月から１月に実施しておりま

す。左下の写真になります。その後、２月にそこの見回り活動を委員会で実施しました。

写真中央の部分です。昔はこのあたりで花見をしたとか、地元の方も来たことのある道だ

ったそうですが、非常に荒廃していたので、入るのは十何年ぶりというようなことをおっ

しゃっておりました。その後、見回りで現地を調査し、会議室で今後の維持管理計画につ

いて検討、共有等をしました。また、５月に現地確認することになるのですけれども、６

月以降、委員会で下刈り作業をしようということで検討しています。竹を大分切ったので

すが、残存木であるとか実生苗が期待できる部分もあるので、当面はその回復を誘導する

ということで進めております。 

 この委員会の課題になってきますけれども、協議の中で、地域全体の森づくりのマスタ

ープランというのが必要だろうという意見も出てきております。また、歩道の整備とか大

きな木の伐採、それらにはボランティアさん以上の技術と費用が必要だというところです。

維持管理体制の明確化、これによって規模などの持続可能性の検討になってくると思うの

ですけれども、必要になってくるかなと思います。あと、地域住民の方との協働をしてい

こうということになりました。 

 必要な措置というのは、マスタープランを、いろいろな方の意見を聞きながら作成して

いって、高度な森林施業については、市や府の支援を検討する。維持管理については役割

分担であるとか共同作業などによって体制を構築する。そういった中で、行事等によって

住民の方との協働、交流を促進するということになります。 

 次に、２２ページで生駒山系花屏風活動についてご説明いたします。 

 こちらは、生駒山系花屏風構想というのを平成２０年に策定しまして、大阪から見える

生駒山系に、皆さん、府民と協働で花木、紅葉の美しい樹木を植えて、四季折々の美しい

山にしようという取り組みです。 

 この推進体制については、主なものが３つあり右上に示してございます。まず、アドプ

トフォレストによりまして、企業による森づくり活動を支援しております。そして、生駒

山系花屏風活動支援事業というもので、ボランティア団体さんによる活動を支援しており

ます。これは大阪商工信用金庫さんの定期預金の商品の中の利息の一部を活用して行って

いるものです。あと、府民参加のハイキングという形で実施しております。 

 取り組み状況は下の段になりますが、実績としては、平成２１年から２３年まで、箇所
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数は大体２０カ所前後、植樹本数は１,８００本から、今年度は約８００本というところ

です。 

 次に、主な推進体制のアドプトフォレスト、企業の分ですが、これは協定締結が８件、

７社に８カ所でやっていただいております。２３年度については植樹２５０本、あと、下

刈りなどの管理作業を実施してもらっているというところです。 

 あと、ボランティアさんの活動支援事業ですけど、これは２２年度、８団体支援という

ことで２６０本植樹という形です。２３年度は６団体を支援しまして１８０本の植樹、そ

して、前年度に植えた下刈りなどの活動の支援を行っております。 

 また、３つ目の府民参加のハイキングですけれども、これは１１月に実施しまして、枚

方で約９キロ歩きまして、ヤマザクラなど７０本を植樹しました。今年度はカシナガの抜

倒薫蒸跡地で実施したところです。 

 山の日ハイクは、１７年度から実施していますが、２０年度から植樹ハイキングという

ことで実施しております。 

 あと、苗木の育成ということで、地域固有種の種をとりまして、地元の自治会、高校の

協力により、今、苗木を育成しているところです。まだちょっと植える段階まではいって

おりません。 

 あと、普及啓発ということでホームページやマップを作成しまして、取り組みを紹介し

ているところです。 

 課題としては、属人的な支援が多いので、属地的なものに展開していきたいということ

です。あと、地域住民の方との協働を促進したい。そういったところが上がってきており

ます。 

 以上で、次、続きます。 

【南河内農と緑の総合事務所・薬師寺総括主査】  続きまして、南河内農と緑の総合事

務所でございます。私からは資料２７ページでございますが、建築用材を中心とした大阪

河内材の利用拡大というテーマで、進捗状況についてご報告させていただきたいと思いま

す。 

 資料左端に地域の概況がございますけれども、実証モデル森林は、河内長野市の東部に

あります石見川地区というところでございまして、従来から良質材生産ということで、間

伐、枝打ち等の保育、それから、路網整備などが、ある程度、実施されているところでご

ざいます。この地域、約８５ヘクタールについて検討しております。 
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 これにつきましては、建築用材を中心とした材の利用ということですので、経済的にい

かに成り立つかということを試算しております。 

 一番左の概況の中段にございますが、森林資源の状況ということで、森林資源につきま

しては、間伐の対象面積が６５ヘクタールございます。このうち５０ヘクタールが１５年

生から６４年生ということで、河内地域でいいますと若齢という、少し若い林という概念

になります。河内地域におきましては非常に密植をしますので、６５年生で胸高直径が大

体２２から２６センチメートルぐらいということで、市場に切り出して経費が合うという、

大体、末口２４センチメートルを生産できるのは６５年を超えないと合わないということ

がわかってまいりました。 

 中央の取り組み状況ですが、この８０ヘクタールの森林のうちで、細かく現地調査をい

たしまして、どれぐらいの木が出てくるのかということを細かく積み上げました。５年間

で６５ヘクタールの間伐をして、大体２,３００立方メートルの素材生産をするというこ

とだったんですが、実際に細かく収益計算をしてみますと、ある程度売れる木を出しても

あまり収益が上がらない、むしろ劣勢木、あまり形質のよくない木を、今、集中的に切っ

て、もう少し太らせて、１０年後ぐらい以降に利益確保を目指すということが経営上望ま

しいだろうという結論に至りました。 

 中段にその検討結果がございますが、５年間で総工費が約３,８００万円かかるのです

が、平均単価が大体１万円ですから、売り上げが２,３００万円、補助金が１,５００万円

弱入るといたしまして、収益が５年間でマイナス３０万円、ほぼプラスマイナスゼロとい

うことで、現状では切り出しても利益が上がらないと一般的に言われておりますが、この

森林においてもそういうことであるという状況がわかりました。１０年後には、先ほど言

いましたように、胸高直径がある程度大きくなってまいります。大体１０年後ぐらいにな

りますと、予測しております売り上げが４,０００万を超えてくるということで、総工費

を上回ることが可能になってまいりますので、この森林につきましては、１０年間ほど保

育して、もう少し世話をしてやると持続可能な経営が成り立っていくだろうということが

わかりました。 

 今後の取り組みということで、今回の効果検証の結果をもとに、こういう、計画的に森

林を施業していく区域をどんどん増やしていくということ。それから、徹底した在庫管理。

どこでどれぐらいの林齢の山があって、どれぐらいの材が出せるかというようなところを

きちんと在庫管理して、市場ニーズに即応できるような形で生産・供給体制を確保してい
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きたいと考えております。 

 それから、公共の我々の立場から考えますと、森林所有者さんが森林施業をおやりにな

りたいというところだけではなくて、森林機能再生重点地域というものを定めまして、放

置森林対策を優先して実施するエリアをまず明示して、そういうところから優先的に対策

を進めていくということをより一層進めてまいりたいと考えております。 

 こういうものを進めていくに当たっての課題ですが、現在のところ、大阪府内産材認証

制度につきましては、具体的に目に見える制度の導入メリットが見えにくいということで、

このあたりをどうお示ししていくかというのが課題であると考えております。 

 それから、③のところに挙げておりますけれども、川下側で木材利用につきましてＰＲ

していくというのは非常にいいことなんですけども、地に足のついた安定供給が可能な範

囲で戦略的にやると。実際に我々の現場でどんな原木が出てきて、どんな製品が出せるか

というところを少し踏まえまして進めていくことが肝要かと考えております。 

 最後に挙げておりますけれども、何よりも木材の搬出コストを下げていくということが

現状での課題でございまして、ここの現場では、今のところ、１万６,０００円ほどの立

米単価の搬出計画がかかっておりますので、これを規模拡大あるいは、先ほどから出てお

りましたように、共同の土場等を設けることによっていかに下げていくことができるかと

いうのが今後の成功のかぎではないかと考えております。 

 以上でございます。 

【泉州農と緑の総合事務所・朝田主査】  引き続きまして、泉州農と緑の総合事務所、

朝田と申します。よろしくお願いします。 

 泉州農と緑の総合事務所は２８ページ、２９ページの２枚を説明させていただきます。

２地域ですが、２層構造になっておりまして、泉南東部地域と、さらに、その中の１つの

市である和泉市の地域、この２つの地区を説明させてもらいます。 

 泉南東部地域ですが、人工林面積が５,１１０ヘクタールありまして、森林全体の５

９％が人工林を占めているという人工林率が非常に高い地域になっております。森林は、

大阪府内では比較的成熟している人工林の地域ということになりますが、切り捨て間伐が

非常に多い地域となります。 

 泉南東部地域ですが、施業の集約化を行って、低コストで材を出していこうということ

は、今、南河内の事務所から説明がありましたとおり、この地域も同じであります。Ａ材、

Ｂ材、Ｃ材それぞれに分けて出し先、売り先を考えていこうということでやっております
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が、Ａ材につきましては平成２２年が１００立方メートルしか出ておりませんが、その一

方で、Ｂ、Ｃ材のほうが１５０立方メートルほど出ております。何とかＡ材のほうをここ

数年の間に１,２００立方メートルぐらいまで上げようということで、地元の方、市町村、

森林組合と一緒に検討を進めております。 

 なぜＡ材を上げていくかといいますと、当然、建築用材のほうが価格が高いというのが

ありますのと、成熟した人工林ですので建築用材として使われる材が育ってきているとい

う状況で、木材需要の大部分を占めます住宅でぜひ使っていただきたいということで考え

てやっております。 

 川上の低コスト化と、川下で使っていただくという、この２つの両輪を何とかこの地域

で進めていこうと考えていますが、なかなかこれが進まないという状況です。地元の方と

いろいろと話をしておりますと、川上の方は、やはり売り先に思った価格で売れない、川

下の方は、使いたいけれども手に入らないという、お互いのマッチングがうまくできてい

ないということです。なぜマッチングできていないのかなというところで、次の２９ペー

ジですが、和泉市では、もう少し細かい取り組みを地元の方としております。和泉市では

山すそに、かなり小さい製材所ですが、８社ほどございまして、地元の森づくり委員会に

入っていただきまして、お話をいろいろと進めてきたところ、川上、川下の間に川中とい

うのがあるのですが、ここがやっぱり置き去りになっているがために地域循環という輪が

つながらない、そういう状況であることが徐々にわかってまいりました。 

 この川中の製材所、ここでいかに地域の材を引いてもらうかというところでいろいろと

検討を進めております。その中で、全体の話の中で説明がありましたが、木材認証制度と

いう、この制度は製材所自身が証明書を出すことができるという制度ですが、この制度で

支援していくことによって、製材所では、今後は何とか地域の材を引いていってもいいか

なという話の流れになってきております。 

 川上の低コスト化と、川中の製材所で地元材を引いてもらう。川下では公共施設で地域

材を使ってもらう。それと、木造住宅の支援制度を立ち上げる。この３つの車輪で川上、

川中、川下を同時に動かしていこうということで取り組みを進めております。 

 以上です。 

【塩野総括主査】  以上、各事務所の取り組みの成果や、浮き彫りになった課題、こう

いったものを土台に、今回、部会で皆さん方にご議論いただいたということで、この答申

案の内容となっております。 
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 あと、資料２は、昨年１２月に開催しました森づくりタウンミーティングの結果につい

て整理したものを参考資料としてお配りしておりますので、これはまたお目通しいただけ

ればと思います。 

 意見を踏まえてやっておりますが、特に黒い太文字で書いている部分につきましては、

今回、具体的な取り組み内容を考えるに当たって少し参考にもさせていただいている内容

となっております。 

 以上、すみません、長時間にわたりましたけれども、事務局からの説明は以上とさせて

いただきます。よろしくお願いいたします。 

【古川会長】  ありがとうございました。 

 先ほど増田部会長さんからも説明がございました。そして、今、事務局からの説明がご

ざいました。その内容について、何かご質問、ご意見がございましたらご発言願いたいと

思います。ございませんか。どうぞ。 

【岡崎委員】  岡崎です。 

 非常によくまとまった内容の話を聞かせていただいて、大阪府の林業行政というのがよ

くわかりました。 

 意見というのか、少し取り込んでいただきたいと思っているのは、森づくりタウンミー

ティングの開催の中にも意見が出ていたのですけれども、生物多様性という部分について、

大阪市も生物多様性ということで取り組んでいますし、府も多分取り組んでおられると思

うんですね。北部では、北摂地域は、天然林が多くあるせいなのか、結構、生物多様性の

ところを中に取り込んであるのですけれども、中部、南部になるとちょっと減っていると

ころがあって、実際、よく調べていくと、中部も南部も、結構いろいろな植物があります。

この辺を少し配慮しながら林道をつけたり地域の活性化につないでいっていただけたらと

いう、私の希望です。よろしくお願いいたします。 

 特に質問というわけではないのですけれども、意見だけ言わせていただきました。 

【北山森づくり支援補佐】  ありがとうございます。 

 確かに、言われたように、北部のほうが天然林主体の対策が中心で、南部は人工林の対

策が主体になっていますので、この中で人工林、南部では、なかなか生物多様性の部分ま

では触れていくところができていないのですけれども、実際の運用に当たりましては、当

然、生物多様性への配慮というのは不可欠なものと考えておりますので、そういうことも

含めて考えさせていただきたいと思います。 
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【古川会長】  ありがとう。よろしいですか。 

【岡崎委員】  はい。よろしくお願いします。 

【古川会長】  他に何かご質問はございませんか。 

【吉田委員】  私もこれ、一応、意見ということで。 

 きょう、いろいろ各事務所からの取り組み状況とか、今後の課題などについて詳しくわ

かりやすくお示しいただきましてありがとうございました。 

 ただ、少し気になりましたところは、おっしゃられているところもあるのですけれども、

この取り組みが永続的に続いていくための後継者といいますか、担い手づくり、それが少

しまだ入っていないところもありましたので、それをお聞かせいただけたらありがたいな

と思います。 

 人づくりといいますか、次世代の方の担い手といいますか、そういう育成が必要ではな

いかなと思いましたので、もし何かお気づきの点があったらお教えいただきたいと思いま

す。 

【北山森づくり支援補佐】  担い手づくりにつきましては、今回の対策の中では人工林

の対策の中で、２６ページの間伐材の共同収集という中で、こういう取り組みに若手の後

継者の方ですとか、あるいは、今は林業をされていない、ほかの仕事についておられるよ

うな方に休みの日に山仕事をしてもらって、そのときに、仕事の後に間伐材を搬出して売

れるような体制というようなことで、少しでも関心を持ってもらえるような取り組みを１

つ入れさせていただいております。 

 当然、このほかに、もっと抜本的に技術者の育成ということも必要になってくるかと思

います。そのあたりについては、今回の具体的な対策では書いておりませんが、当然、人

工林の対策として取り組むべき項目と考えておりますので、例えば、既に国の事業であり

ます緑の雇用対策ですとか、そういうものを活用して人材の育成に取り組んでおりますし、

引き続き、２４年度からも人材育成に関する研修などにも取り組んでいきたいと思ってお

ります。 

【吉田委員】  もう１つお願いします。 

 このような取り組みをいろいろお考えいただいたのですけれども、この取り組みによっ

て大阪府全体の森林面積の何％がカバーできるんでしょうか。地域的に、面積、それをお

教えいただけたらありがたいと思います。 

【古川会長】  難しい質問ですが。 
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【吉田委員】  きょうでなくてもいいですよ。 

【北山森づくり支援補佐】  当然、対象にすべきと考えておりますのは、資料の中にも

ございます、最初の現状のところで、５ページの上にフロー図がありまして、この中の特

に普通林３万８,７００ヘクタールを対象にやっていきたいと思っております。ただ、こ

のうち、そしたらいつまでにいくらできるかというようなことは、これから、今回の答申

の中でもご指摘をいただいております行動計画というのも必要になってくるかと思います

ので、またそういう中で考えていきたいと思っております。 

【吉田委員】  よろしくお願いします。 

【古川会長】  よろしいですか、吉田先生。 

【吉田委員】  はい、結構でございます。 

【古川会長】  他にございませんか。 

 他にご意見、ご質問がないようでしたら、答申につきましては、先ほどの審議の内容を

踏まえまして、報告書の最終取りまとめを私に一任していただければと思いますが、いか

がですか。よろしいですか。 

（「よろしくお願いします」の声あり） 

【古川会長】  ありがとうございます。 

 それでは、新たな森林保全システムの構築については、取りまとめた上、答申したいと

思います。 

 次に、引き続きまして、議事２、森林機能再生重点地域の森林整備方針について、事務

局から説明をお願い申し上げます。 

【三嶋総括主査】  それでは、続きまして、森林機能再生重点地域の森林整備方針につ

いて説明させていただきます。 

 私はみどり推進課森林整備グループの三嶋と申します。 

 資料につきましては、お手持ちの資料３となりますが、まず最初に、重点地域について

簡単にお話しいたします。 

 森林機能再生重点地域といいますのは、防災等の観点から機能再生が必要と認められる

森林につきまして、知事が市町村と協議の上、指定するものでございます。そして、その

指定された地域の中の放置森林に対しまして知事が整備方針案を策定し、そして、森林審

議会、市町村の意見を聞いた上で、最終的に整備方針を策定することとしております。 

 今回、この整備方針案の策定対象となっておりますのは泉南市の別所地区でございます。 
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 それでは、資料の１ページをご覧いただきたいと思います。 

 今お話ししましたとおり、今回、対象となっておりますのは泉南市の別所地区、面積に

して１２ヘクタールの重点地域が対象となっております。 

 参考ですが、これまで重点地域内で森林整備方針が策定されましたのは、昨年１２月、

森林審議会で意見をお聞きして策定しました２９地区の重点地域分を含めまして、トータ

ル９１地区、面積にしまして８,２３３ヘクタールの重点地域に係る森林整備方針が策定

されております。 

 続いて、資料の３ページをご覧いただきたいと思います。 

 こちらの図面は、これまで重点地域が指定されている位置を落としたものでございます。

この中で青く着色されている部分が既に森林整備方針が策定されている重点地域、そして、

赤紫で表示しておりますのが、今回、整備方針を策定している地域でございます。 

 今回の重点地域は、１２ヘクタールと、ほかのものに比べてやや小ぶりとなっているわ

けですけれども、近接しております泉佐野市側の重点地域と一体となって整備を行うこと

によって、まとまりのある形での森林機能再生が図られるものと考えております。 

 続いて、重点地域の概要について説明したいと思いますので、資料の６ページをご覧い

ただきたいと思います。 

 今回、泉南市別所地区、１２ヘクタールの重点地域の森林の概況をいいますと、その森

林は天然林が多くを占めておりまして、人工林が一部あります。ただ、地形傾斜につきま

しては、傾斜２５度から４０度ということで、かなり緩やかなところから急なところまで

さまざまございます。そして、その重点地域の周辺の状況につきましては、資料、最後に

なりますが、１０ページに区域図を入れておりますので、そちらをご覧いただきたいと思

います。 

 １０ページの図面ですけれども、これは横長の図面でして、この中で黒く太枠で囲まれ

た部分が重点地域を示しております。そして、重点地域の中で、点線で囲まれた部分が放

置森林の区域を示しておりますが、この重点地域の南側、下側を東西方向に斜めに走って

おりますのが阪和自動車道でございます。そして、重点地域の北側には農地が広がってお

りまして、また、その地域周辺にはところどころにため池が見られるという状況となって

おります。 

 続いて、点線で囲まれた部分の放置森林の概要についてお話しさせていただきます。 

 資料、少し戻っていただいて７ページをご覧いただきたいと思います。 
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 今回、放置森林の対象となっておりますのはスギ・ヒノキの人工林でありまして、その

林齢は２１年生から３０年生となっております。 

 そして、その林況につきましては、区域状況ということで下のほうに写真を添付してご

ざいますけれども、手入れがおくれていることによりまして、一部、竹が侵入している部

分があり、また、林内には被圧されて幹回りの細くなった木がところどころに見受けられ

ておりまして、土砂流出防止等の森林機能の低下、そういったものを招くおそれがあると

いう状況となっております。 

 このような森林に対する森林整備方針といたしまして、公的事業なども導入しながら、

竹を駆除し、また、適切に間伐を行って、残存木に対して生育上必要な、十分な立体空間

を確保し、健全な森林造成を進めることとしております。 

 また、間伐によって出された材につきましては、極力、搬出を行って、木材の有効利用

といったものに努めてまいりたいと考えております。 

 このような整備を通じまして、周辺の重点地域と一体となって森林機能の再生を図りま

して、さらに、将来にわたって機能の維持向上といったものを図っていきたいと考えてお

ります。 

 以上で重点地域の説明について終わらせていただきます。 

【古川会長】  ただいま事務局から説明のありました内容につきまして、委員の先生方

から何かご意見、ご質問がございましたらお願いいたします。 

 ございませんか。どうぞ、先生。 

【宮前委員】  １点、お聞きしたいのですが、先ほど、間伐材の搬出利用では一定の木

材の有効利用を図るというふうにお聞きしたのですけれども、人工林の中に竹林が拡大し

ているということもあって、手入れをすると竹もかなり処分する必要があろうかと思うの

ですけれども、そのあたりはどういうふうにお考えになっているのかと。それから、木材

の有効利用というのは、具体的にはどういうふうに考えられているのか、２点、教えてい

ただけますか。 

【三嶋総括主査】  木材の有効利用というものにつきましては、もちろん２１年生から

３０年生ということでかなり細い木ということが考えられますので、経営的に見ても、バ

イオマスとかそういったものの利用とかができれば使っていきたいと考えております。 

 また、竹につきましても、全く使われないということはないと思いますので、資源利用

という観点から、地域のボランティアとかが使うのであればそちらに使っていただけると
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か、そういった形でも使い先とかも探していきたいと考えております。 

【古川会長】  よろしいですか。 

【宮前委員】  ありがとうございます。 

 やはり利用ということが、小規模でも、いつも問題になりますので、できるだけ幅広く

考えて事業を進めていただければと思います。 

【三嶋総括主査】  わかりました。ありがとうございます。 

【古川会長】  ありがとうございました。 

 他に何かございませんか。どうぞ。 

【本村委員代理 近畿中国森林管理局・木暮計画部長】  資料の１ページ目のところに、

これまでの区域で８,２３３の地域が指定されたということでございますが、整備に伴っ

て、その機能が十分発揮されたエリアとかがもしありましたらというのと、こういった、

先ほどの答申もそうですけれども、府民の方とか地区の方への情報の伝達とかＰＲとかと

いうのがもし何かありましたら教えていただければと思います。 

【三嶋総括主査】  重点地域につきましては、平成２０年度から指定を行っておりまし

て、２１、２２年度、特に最近では森林整備加速化・林業再生事業という国の事業を導入

して重点的に間伐を進めておりますので、整備のほうはかなり進んできているということ

です。 

 ただ、地域の人にＰＲという点では、ちょっとまだできていない部分もございますので、

ホームページとかを活用しながら、整備した写真などを載せてＰＲを図っていきたいと考

えております。 

【北山森づくり支援補佐】  地域の方への周知についてですが、これから取り組んでい

きます、先ほどの答申案でありました里山の再生ですとか、林業活動の促進などにつきま

しては、当然、我々ですとか市町村、あるいは森林組合などの林業事業体が地域に入って

いきまして、地域の人に直接働きかけていき、そこは地道な取り組みになると思いますが、

そういうことによって地元の人にやる気を起こしていただいて、取り組みを進めていくと

いうようなことで考えておりますので、なかなか簡単にＰＲというわけにはいかないかと

は思うのですけれども、そういう取り組みを進めていきたいと思っております。 

【本村委員代理 近畿中国森林管理局・木暮計画部長】  ありがとうございました。 

【古川会長】  他に何かございませんか。 

（「なし」の声あり） 
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【古川会長】  それでは、ご意見、ご質問がないようでございますので、本件につきま

しては、原案のとおり承認することに異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

【古川会長】  ありがとうございます。 

 それでは、本整備方針につきましては、原案のとおり承認されました。 

 以上で議事は終了しましたが、引き続き、事務局より報告事項が２件ありますが、一括

して説明及び質疑応答をお願いしたいと思います。 

 報告１、林地開発許可等の実績についてと、報告２、森林保全整備部会における議決事

項報告について、一括して事務局から説明をお願いいたします。 

【松岡副主査】  説明させていただきます。私、みどり推進課保全指導グループの松岡

と申します。 

 お手元にお配りしています資料４をご覧ください。まず、林地開発許可等の実績という

ことでご説明させていただきます。 

 １枚めくっていただいて、資料４－１をご覧ください。林地開発の許可実績ということ

です。 

 昨年の１２月１日から今年の３月２３日までの間に行いました林地開発許可の実績につ

きまして、行為目的別、新規・変更の別に件数と開発行為に係る森林の面積を取りまとめ

ております。 

 土石の採取、これが変更ですけれども、変更が２件。レジャー施設の造成、これも変更

ですけれども、１件。道路の造成、これが新規が１件、変更が２件ということになってお

ります。 

 特に土石の採取では、変更許可によりまして開発に係る面積が３.４７４７ヘクタール

減少ということになっております。このため、開発に係る森林の面積は合計でマイナスと

いうことになってしまいます。 

 続きまして、次のページ、資料４－２をご覧ください。個別の計画について概要が示さ

れております。 

 表の左から申請者、行為の場所、目的、区域面積等となっております。 

 区域面積については３段書きで、事業区域、開発行為をしようとする森林、開発行為に

係る森林となっております。 

 変更許可の案件につきましては、前回の許可と今回の許可について、面積及びその増減



－32－ 

を記載しております。 

 最後に、許可年月日、新規・変更の別を記載しております。 

 ６件の許可のうち、下のほうですけれども、３件が西日本高速道路株式会社による新名

神高速道路の建設に係るものです。そのうち２件につきましては、平成２１年度及び今年

度５月に森林保全整備部会でご意見をお伺いしたものです。 

 一番上の欄、学校法人栗岡学園につきまして、これは、レジャー施設に分類されますけ

れども、内容は学校グラウンドの造成として許可したものです。 

 上から２番目、３番目が土石の採取として許可したものですけれども、いずれも事業区

域が減少しております。特に上から２番目の大阪砕石につきましては、この本審に先立っ

て開催されました保全整備部会でご意見をいただきました新名神高速道路の案件で、建設

用地にかかるために採石場の事業区域の縮小をしたものです。 

 続きまして、資料４－３をご覧ください。 

 こちらは、国や地方公共団体などが開発行為を行う際に連絡調整を行ったものです。大

阪府では林地開発協議ということで手続を行っております。事業主体からは事業計画の協

議を受けまして、それに対して同意という形で回答をしております。今回、新規の案件が

１件ございました。 

 次ページの資料４－４をご覧ください。 

 これがその１件の内容ですけども、これも新名神高速道路の関連で、箕面の市域にあり

ます国道４２３号線のつけかえに関するものです。開発行為に係る面積は１.４１ヘクタ

ールということになっております。 

 続きまして、後からお配りしました資料４－５をご覧ください。 

 こちらは参考資料ですけれども、今後３年間に森林区域から除外される見込みの５ヘク

タール以上の案件リストということで添付しております。これは、昨年１２月の審議会で

ご報告させていただいたものと、３カ月しかたっておりませんので内容的には変更はあり

ません。ただ、先ほど開催されました部会で、森林面積の減少が合計で８３６ヘクタール

とあるのですけれども、この中で造成森林であるとか回復緑地に関して植生復元がされる

という部分については、ただ減るというだけではなくて、そういった回復される部分の面

積についても報告に含めるようにというご意見をいただきましたので、今回はこういう記

載になっておりますけれども、次回からはご意見に沿った報告となりますように記載の方

法を検討していきたいと思います。 
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 続きまして、資料５、別紙で一枚物ですが、これの裏面をごらんください。 

 こちらは、先ほどの部会でお諮りしました議決事項について、森林審議会規程第７条第

２項に基づきましてご報告させていただきます。 

 これも西日本高速道路株式会社による高速道路の新築に係る林地開発許可申請１件とい

うことでご意見をお伺いしました。いただきましたご意見につきましては申請者にお伝え

し、協議の上、ご意見の趣旨に沿った対応が行われますよう、指導に努めてまいります。 

 以上、簡単ではございますが、報告を終わらせていただきます。 

【古川会長】  ありがとうございました。 

 何か今の内容について質問はございませんか。どうぞ。 

【増田委員】  これ、直接は関係しませんが、資料のつくり方の中で、例えば資料５で

いうと、申請者が西日本高速道路株式会社で、目的が高速道路の新築となっているんです

ね。また、資料４－５のところで、茨木市の佐保あるいは箕面の粟生間谷住宅地の造成と

なっているんですね。これ、一般になかなか理解しにくいんだろうと思うんです。 

 例えば資料５は第二名神の高速道路の建設に伴う内容ですとか、あるいは、資料４－５

でいきますと、先ほど一番上、これは彩都の建設事業ですよね。やっぱり一般の方が見て

わかるような俗称といいますか、開発名称といいますか、そういうようなものを書かない

で、非常に無機質に書くと、書類手続上、ほとんどわからない状況になるんだと思うんで

すね。だから、そういうあたりも含めて、少しわかりやすいというんですかね、一般の方、

府民が見てわかるという形ということで少し、法律的な処理だけではなくて、わかるとい

うこともやっていただいたほうがいいのではないかなということで、コメントですけれど

も。 

【勝又みどり推進課長】  みどり推進課長の勝又です。 

 貴重なご意見、ありがとうございます。 

 そのように訂正するとともに、例えば高速道路の新築という項がありますけれども、ど

の程度の延長なのか、法面面積が幾らなのか、もう少し見てわかるようにさせていただき

たいと思います。どうも申しわけございません。 

【古川会長】  ほかに何かございませんか。 

 よろしいですか。 

 それでは、質問もないようですから、報告事項を終わらせていただきます。 

 以上で、本日予定をしておりました議事及び報告はすべて終了いたしました。 
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 その他、何か事務局からございますか。 

【司会（瀬川副主査）】  本日、特に連絡事項はございません。 

【古川会長】  それでは、これをもちまして第７５回大阪府森林審議会を終了させてい

ただきます。委員の皆さんには長時間にわたり議事の円滑な進行にご協力いただき、あり

がとうございました。 

 それでは、進行を事務局にお返しいたします。 

【司会（瀬川副主査）】  ありがとうございました。 

 これで、予定しておりました内容はすべて終了いたしました。 

 閉会に当たりまして、勝又みどり推進課長から一言お礼のごあいさつを申し上げます。 

【勝又みどり推進課長】  本日は、長時間にわたりまして熱心なご審議を賜り、まこと

にありがとうございました。本日、委員の皆様からいただきました貴重なご意見、ご提言

は今後の取り組みに活かしてまいりたいと考えております。 

 また、長期間にわたりご審議いただきました新たな森林保全システムの構築につきまし

ては、先ほど私どもの事務局から説明がありましたように、例えば１０年しないとなかな

か採算が合わない、しかし、それは１０年待ってくれないわけですから、抜本的な木材利

用というのが今まさに急がれていると。そういう中でどういう知恵が出せるかということ

で貴重なご答申をいただきました。答申をいただいた後は、速やかに行動計画の策定に全

力を挙げて取り組んでまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 今後とも皆様のご支援、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げまして、簡単

ではございますが、お礼の言葉とさせていただきます。本日はどうもありがとうございま

した。 

【司会（瀬川副主査）】  ありがとうございました。 

 それでは、本日の審議会はこれで閉会とさせていただきます。ありがとうございました。 

―― 了 ―― 

 


